
 

 

第４回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 ３ ４ ９ １６ 

 

  議案の名称 

＜予算＞ 

議案第８２号  令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第１１号） 

議案第８３号  令和３年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号） 

議案第８４号  令和３年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算（第１号） 

＜条例＞ 

議案第８５号  尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

議案第８６号  尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第８７号  尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

議案第８８号  尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第８９号  工事請負契約について（本庁舎中館受変電設備改修工事） 

議案第９０号  権利の放棄について（災害援護資金の貸付けを受けた者の連帯保証

人に対して有する権利） 

議案第９１号  指定管理者の指定について（尼崎市立すこやかプラザ） 

議案第９２号  指定管理者の指定について(尼崎市立美方高原自然の家） 

議案第９３号  指定管理者の指定について（尼崎市立青少年いこいの家） 

議案第９４号  和解について（土地引渡し等反訴請求事件） 

議案第９５号  市道路線の認定、廃止、一部廃止及び変更について 

議案第９６号  指定管理者の指定について（橘公園、小田南公園、西向島公園及び 

猪名川公園並びに尼崎市立魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動
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広場に限る。）） 

  議案第９７号  負担付きの寄附の受納について 

 

２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    ５件          ２６１，２５６円 

その他の事故  ２件        ２４９，７７６円 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任 

・ 尼崎市公平委員会の委員の選任 
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第４回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第８２号 所 管 各事業所管課 

件 名 令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第１１号） 

内       容 

１ 補正予算の内容 

 新型コロナウイルス感染症対策として、介護サービスを利用する高齢者が新型コロ

ナウイルス感染症の濃厚接触者等や陽性者になった場合、当該高齢者に支援を行う介

護サービス従事者に対する協力金に係る予算を増額する。 

また、宿泊客が大幅に減少している宿泊事業者の新規顧客層獲得に向けた共同プロ

モーションの支援に係る経費について、あまがさき観光局への補助を行う。 

さらに、「新しい生活様式」に沿った行政サービスの推進として、テレワーク実施

時等における情報共有環境の整備を行うため、ビジネスチャット機能付グループウェ

ア（庁内情報共有ツール）の導入やＷｅｂ会議等実施時の通信混雑改善のためのネッ

トワーク環境を整備する。 

新型コロナウイルス感染症対策以外の補正予算では、現員現給差等に伴う職員給与

費等の予算措置等を行う。 

各事業の概要等は別紙のとおり。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

222,164,195 544,184 222,708,379 
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３ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

地方交付税 584,525 議会費 △13,451 

国庫支出金 18,524 総務費 5,500 

県支出金 △6,879 民生費 △142,594 

諸収入 6,714 衛生費 387,615 

市債 △58,700 労働費 △15,893 

  農林水産業費 7,564 

  商工費 50,481 

  土木費 101,028 

  消防費 33,207 

  教育費 130,727 

合 計 544,184 合 計 544,184 

 

４ 債務負担行為 

追 加 （単位：千円） 

事  項 期 間 限 度 額 

尼崎市社会福祉協議会補助金 令和 4年度 110,671 

小田南公園関係事業 令和 46 年度 

小田南公園の維持管理経費相当

額 1,240,000 千円の外、阪神電気

鉄道株式会社から寄附を受ける

物件が都市公園としての供用を

開始した日から 40 年を経過する

日までの、小田南公園未供用地

（尼崎市杭瀬南新町3丁目56番2

外 9 筆）の土地使用料相当額並び

に阪神電気鉄道株式会社及び株

式会社阪神タイガースが小田南

公園に関して負担する固定資産

税、都市計画税及び事業所税相当

額の総額 
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５ 市債 

変更                           （単位：千円） 

起債の目的 補 正 前 補 正 後 

学校施設整備事業費 限度額 2,491,200 限度額 2,511,200 
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 別  紙  

 

 

補正予算の内容 

 

〇 新型コロナウイルス感染症への対応に係る補正予算   82,892 千円 

（１）医療提供体制・感染拡大防止対策の充実  27,164 千円 

  ・濃厚接触者等在宅支援提供事業費 

   介護サービスを利用する高齢者が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等や陽性者

になった場合、当該高齢者に支援を行う介護サービス従事者に対する協力金に係る予

算を増額する。 

   濃厚接触者等：1人あたり 3,000 円／日（在宅支援） 

   陽性者：1人あたり 12,000 円／日（在宅支援）、12,000 円／日（施設支援） 

（２）地域経済の活性化・地域の元気づくり   6,459 千円 

  ・あまがさき観光局補助金 

   宿泊客が大幅に減少している宿泊事業者の新規顧客層獲得に向けた共同プロモーショ

ンの支援に係る経費について、あまがさき観光局への補助を行う。 

   ＜支援概要＞宿泊事業者へのヒアリングを実施し、独自宿泊プランの造成やオンライ

ン旅行予約サイトへの広告掲出等を行う。 

（３）「新しい生活様式」に沿った行政サービスの推進  49,269 千円 

  ・行政情報化推進事業費 

   テレワーク実施時等における情報共有環境の整備を行うためビジネスチャット機能付

グループウェア（庁内情報共有ツール）の導入及びネットワーク環境を整備する。 

 

〇 その他の補正予算      461,292 千円 

（１）職員給与費等     491,547 千円 

    現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

（２）尼崎市社会福祉協議会補助金     △82,811 千円 

社協会館の移転先施設の工事に伴う経費の一部補助について、スケジュールの変更等

により予算を減額し、新たに債務負担行為を設定する。 

（３）保健衛生・生活衛生システム事業費  7,975 千円 

健（検）診情報についてマイナンバー制度を活用するためのシステム改修を行う。 

（４）学校給食センター整備運営事業費 44,581 千円 

資材高騰等による物価変動に伴い、学校給食センターの施設購入費を増額する。 
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 別  紙  

費目別事業概要 

 

議会費 △13,451 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

△13,451 千円 

  

総務費 5,500 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

39,042 千円 

  

行政情報化推進事業費 

テレワーク実施時等における情報共有環境の整備を行うためビ

ジネスチャット機能付グループウェアの導入及びネットワーク

環境を整備する。 

49,269 千円 

  

尼崎市社会福祉協議会補助金 

社協会館の移転先施設の工事に伴う経費の一部補助について、

スケジュールの変更等により予算を減額する。 

△82,811 千円 

  

民生費 △142,594 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

△232,252 千円 

  

国民健康保険事業費会計繰出金 

国民健康保険事業費会計における人件費の増額に伴い、同会計

への繰出金を増額する。 

24,679 千円 

  

介護保険事業費会計繰出金 

介護保険事業費会計における人件費の増額に伴い、同会計への

繰出金を増額する。 

37,815 千円 

  

濃厚接触者等在宅支援提供事業費 

介護サービスを利用する高齢者が新型コロナウイルス感染症の

濃厚接触者等や陽性者になった場合に介護サービス従事者に対

して協力金を支給する。 

27,164 千円 
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 別  紙  

 

 

衛生費 387,615 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

379,640 千円 

  

保健衛生・生活衛生システム事業費 

健（検）診情報についてマイナンバー制度を活用するためのシ

ステム改修を行う。 

7,975 千円 

  

労働費 △15,893 千円 

  

職員給与費 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

△15,893 千円 

  

農林水産業費 7,564 千円 

  

職員給与費 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

7,564 千円 

  

商工費 50,481 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

44,022 千円 

  

あまがさき観光局補助金 

宿泊客が大幅に減少している宿泊事業者の新規顧客層獲得に向

けた共同プロモーションの支援に係る経費について、あまがさ

き観光局への補助を行う。 

6,459 千円 

  

土木費 101,028 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

101,028 千円 

  

消防費 33,207 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

33,207 千円 
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 別  紙  

教育費 130,727 千円 

  

職員給与費等 

現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

86,146 千円 

  

学校給食センター整備運営事業費 

資材高騰等による物価変動に伴い、学校給食センターの施設購

入費を増額する。 

44,581 千円 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第８３号 所 管 国保年金課 

件 名 令和３年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

47,434,858 27,569 47,462,427 

 

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

県支出金 2,890 総務費 24,679 

繰入金 24,679 保険給付費 2,890 

合 計 27,569 合 計 27,569 

 

３ 債務負担行為 

追加                          （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

国民健康保険システム関係事業 令和 4年度 25,000 

 

４ 補正予算の内容 

   総務費 

 ・ 職員給与費等                  ２４，６７９千円 

    現員現給差等に伴う予算措置を行う。 

 

  保険給付費 

 ・ 傷病手当金                    ２，８９０千円 

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大による申請件数等の増に伴い傷病 

手当金の増額を行う。 

 

 

13



14



（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第８４号 所 管 介護保険事業担当 

件 名 令和３年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

46,482,576 37,815 46,520,391 

 

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

繰入金 37,815 総務費 37,815 

合 計 37,815 合 計 37,815 

 

３ 補正予算の内容 

   総務費 

 ・ 職員給与費等                  ３７，８１５千円 

    現員現給差等に伴う予算措置を行う。 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８５号 所 管 地域総合センター担当 

件 名 
尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

内       容 

１ 改正理由 

  地域総合センター上ノ島本館の位置に建設している新施設の完成に伴い、上ノ島分

館を廃止するため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  第３条の表中、「地域総合センター上ノ島本館」の名称を「地域総合センター上

ノ島」に改めるとともに、「地域総合センター上ノ島分館」の項を削除する。 

  尼崎市指定管理者選定委員会条例の別表第１第３項中、「尼崎市立地域総合セン

ター上ノ島本館及び尼崎市立地域総合センター上ノ島分館」を「尼崎市立地域総合

センター上ノ島」に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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尼崎市立地域総合センターの設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（名称及び位置） 

第３条 総合センターの名称及び位置は、次表

のとおりとする。 

名称 位置 

尼崎市立地域総合セン

ター上ノ島 

尼崎市南塚口町８

丁目７番２５号 

（削る） （削る） 

  

 

（名称及び位置） 

第３条 総合センターの名称及び位置は、次表

のとおりとする。 

名称 位置 

尼崎市立地域総合セン

ター上ノ島本館 

尼崎市南塚口町８

丁目７番２５号 

尼崎市立地域総合セン

ター上ノ島分館 

尼崎市南塚口町８

丁目２２番１８号 
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尼崎市指定管理者選定委員会条例 

改正後 現 行 

別表第１ 

１～２ 略 

３ 尼崎市立地域総合センター上ノ島（以下

「総合センター上ノ島」という。） 

 

４～３１ 略 

備考 第５項、第１０項から第１４項まで、第

２０項、第２１項、第２４項、第２５項、第

２７項及び第２９項に掲げる施設は、これら

の項ごとに一の指定管理者対象施設とみな

す。 

別表第１ 

１～２ 略 

３ 尼崎市立地域総合センター上ノ島本館及

び尼崎市立地域総合センター上ノ島分館

（以下「総合センター上ノ島」という。） 

４～３１ 略 

備考 第３項、第５項、第１０項から第１４項

まで、第２０項、第２１項、第２４項、第２

５項、第２７項及び第２９項に掲げる施設は、

これらの項ごとに一の指定管理者対象施設と

みなす。 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８６号 所 管 国保年金管理担当 

件 名 尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第２２２号）により、出

産育児一時金の支給額が変更され、兵庫県国民健康保険運営方針においても、県内市

町の標準的な支給額を健康保険法施行令の改正に準じた金額に改める方針が示され

たことから、出産育児一時金の支給額を変更するため、所要の整備を行うもの。 

また、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和３年政令第２５３号）によ

り、未就学児の被保険者均等割額について、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、

その１０分の５に相当する金額を減額することとなったため、当該内容に準じた規定

の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  出産育児一時金の支給額の変更 

被保険者が出産した際に、その世帯の世帯主に支給する出産育児一時金の支給額

を４０４，０００円から４０８，０００円に改める。ただし、産科医療補償制度へ

の掛金を加算した支給額については４２０，０００円で据え置くこととする。 

   未就学児の被保険者均等割額の減額に係る規定の追加 

未就学児の被保険者に係る被保険者均等割額（現行の保険料の減額賦課の適用を

受ける場合には適用後の額）について１０分の５を乗じて得た額を当該世帯の世帯

主に対して賦課する保険料から減額する規定を追加する。 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 

ただし、２ は令和４年１月１日 
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尼崎市国民健康保険条例 

改正後 現 行 

（出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児

一時金として、４０８，０００円（規則で定

める場合には、４２０，０００円）を支給す

る。 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１０条 保険料の賦課額のうち一般被保険者

（退職被保険者等（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等をいう。以下同じ。）

以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る

基礎賦課額（第１９条の２第１項又は第１９

条の２の２第１項の規定により基礎賦課額を

減額する場合にあっては、その減額すること

となる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。 

  略 

エ 法第８１条の２第５項の規定により徴

収される財政安定化基金拠出金の納付に

要する費用の額 

オ 法第８１条の２第１０項第２号に規定

する財政安定化基金事業借入金の償還に

要する費用の額 

   略 

エ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険の事務の執行に要する費用を除く。）

のための収入（法附則第９条第１項の規

定により読み替えて適用する法第７２条

の３第１項又は第７２条の３の２第１項

の規定による繰入金及び保険給付費等交

付金（退職被保険者等の療養給付等費用

に係るものに限る。）を除く。）の額 

（基礎賦課限度額） 

（出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児

一時金として、４０４，０００円（規則で定

める場合には、４２０，０００円）を支給す

る。 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１０条 保険料の賦課額のうち一般被保険者

（退職被保険者等（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等をいう。以下同じ。）以

外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎

賦課額（第１９条の２の規定により基礎賦課

額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲

げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

  略 

エ 法第８１条の２第４項の規定により徴

収される財政安定化基金拠出金の納付に

要する費用の額 

オ 法第８１条の２第９項第２号に規定す

る財政安定化基金事業借入金の償還に要

する費用の額 

   略 

エ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険の事務の執行に要する費用を除く。）

のための収入（法附則第９条第１項の規

定により読み替えて適用する法第７２条

の３第１項の規定による繰入金及び保険

給付費等交付金（退職被保険者等の療養

給付等費用に係るものに限る。）を除く。）

の額 

（基礎賦課限度額） 
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第１５条の３ 第１１条又は第１４条の基礎賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、第１１条の基礎

賦課額と第１４条の基礎賦課額との合計額。

第１８条、第１９条の２第１項及び第１９条

の２の２第１項において同じ。）は、令第２９

条の７第２項第９号に規定する額（他の法令

の規定において基礎賦課額の限度額の特例と

して定められている額がある場合には、その

額。以下「基礎賦課限度額」という。）を超え

ることができない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額） 

第１５条の３の２ 保険料の賦課額のうち一般

被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

（第１９条の２第３項において読み替えて準

用する同条第１項又は第１９条の２の２第３

項において読み替えて準用する同条第１項の

規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額

する場合にあっては、その減額することとな

る額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支

援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲

げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

  略 

イ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に

限る。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えて適用する法第

７２条の３第１項又は第７２条の３の２

第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の３の１０ 第１５条の３の３又は第

１５条の３の６の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には、第１５条の３の３の

第１５条の３ 第１１条又は第１４条の基礎賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、第１１条の基礎

賦課額と第１４条の基礎賦課額との合計額。

第１８条及び第１９条の２第１項において同

じ。）は、令第２９条の７第２項第９号に規定

する額（他の法令の規定において基礎賦課額

の限度額の特例として定められている額があ

る場合には、その額。以下「基礎賦課限度額」

という。）を超えることができない。 

 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額） 

第１５条の３の２ 保険料の賦課額のうち一般

被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

（第１９条の２の規定により後期高齢者支援

金等賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。 

 

 

 

   略 

イ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に

限る。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えて適用する法第

７２条の３第１項の規定による繰入金を

除く。）の額 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の３の１０ 第１５条の３の３又は第

１５条の３の６の後期高齢者支援金等賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には、第１５条の３の３の
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後期高齢者支援金等賦課額と第１５条の３の

６の後期高齢者支援金等賦課額との合計額。

第１８条、第１９条の２第３項において読み

替えて準用する同条第１項及び第１９条の２

の２第３項において読み替えて準用する同条

第１項において同じ。）は、令第２９条の７第

３項第８号に規定する額（他の法令の規定に

おいて後期高齢者支援金等賦課額の限度額の

特例として定められている額がある場合に

は、その額。以下「後期高齢者支援金等賦課

限度額」という。）を超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） 

第１５条の４ 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額（第１９条の２第４項において読み

替えて準用する同条第１項の規定により介護

納付金賦課額を減額する場合にあっては、そ

の減額することとなる額を含む。）の総額（以

下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１

号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

  略 

イ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に

限る。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えて適用する法第

７２条の３第１項又は第７２条の３の２

第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（賦課期日後の保険料の納付義務の発生等に伴

う保険料賦課額の算定） 

第１８条 保険料の賦課期日後に保険料の納付

義務が発生し、一の世帯に属する被保険者数

が増加し、若しくは減少し、一の世帯に属す

る被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

り、若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なり、又は当該被保険者が令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等（以

後期高齢者支援金等賦課額と第１５条の３の

６の後期高齢者支援金等賦課額との合計額。

第１８条及び第１９条の２第３項において読

み替えて準用する同条第１項において同じ。）

は、令第２９条の７第３項第８号に規定する

額（他の法令の規定において後期高齢者支援

金等賦課額の限度額の特例として定められて

いる額がある場合には、その額。以下「後期

高齢者支援金等賦課限度額」という。）を超え

ることができない。 

 

（介護納付金賦課総額） 

第１５条の４ 保険料の賦課額のうち介護納付

金賦課額（第１９条の２の規定により介護納

付金賦課額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額することとなる額を含む。）の

総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。 

 

   略 

イ その他市特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に

限る。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えて適用する法第

７２条の３第１項の規定による繰入金を

除く。）の額 

（納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動

等に伴う保険料賦課額の算定） 

第１８条 保険料の賦課期日後に納付義務が発

生し、又は一の世帯に属する被保険者数が増

加し、若しくは減少し、若しくは一の世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被保険者と

なり、若しくは介護納付金賦課被保険者でな

くなり、若しくは令第２９条の７の２第２項

に規定する特例対象被保険者等（以下「特例

24



下「特例対象被保険者等」という。）となった

場合における保険料の納付義務者に係る第１

１条若しくは第１４条の基礎賦課額、第１５

条の３の３若しくは第１５条の３の６の後期

高齢者支援金等賦課額（当該被保険者数が増

加し、若しくは減少した場合（特定同一世帯

所属者に該当することにより当該被保険者数

が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険

者等となった場合における当該納付義務者に

係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１５

条の５の介護納付金賦課額又は第１９条の２

第１項（同条第３項又は第４項において読み

替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）若しくは第１９条の２の２第１項（同条

第３項において読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める額の算定は、

それぞれ、当該納付義務が発生した日、当該

被保険者数が増加し、若しくは減少した日（法

第６条第１号から第８号までのいずれかに該

当したことにより被保険者数が減少した場合

において、その減少した日が月の初日である

ときは、その前日）、当該被保険者が介護納付

金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金

賦課被保険者でなくなった日又は当該被保険

者が特例対象被保険者等となった日の属する

月から、月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に保険料の納付義務が

消滅した場合における保険料の納付義務者に

係る第１１条若しくは第１４条の基礎賦課

額、第１５条の３の３若しくは第１５条の３

の６の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第

１５条の５の介護納付金賦課額又は第１９条

の２第１項若しくは第１９条の２の２第１項

に定める額の算定は、当該納付義務が消滅し

た日（法第６条第１号から第８号までのいず

れかに該当したことにより当該納付義務が消

滅した場合において、その消滅した日が月の

初日であるときは、その前日）の属する月の

対象被保険者等」という。）となった場合にお

ける保険料の納付義務者に係る第１１条若し

くは第１４条の基礎賦課額、第１５条の３の

３若しくは第１５条の３の６の後期高齢者支

援金等賦課額（被保険者数が増加し、若しく

は減少した場合（特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少した場合を

除く。）又は特例対象被保険者等となった場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等割

額を除く。）又は第１５条の５の介護納付金賦

課額及び第１９条の２第１項各号（同条第３

項又は第４項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。）に定める

額の算定は、それぞれ、当該納付義務が発生

し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少

した日（法第６条第１号から第８号までのい

ずれかに該当したことにより被保険者数が減

少した場合においては、その減少した日が月

の初日であるときに限り、その前日とする。）

若しくは介護納付金賦課被保険者となり、若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった

日若しくは特例対象被保険者等となった日の

属する月から、月割りをもって行う。 

 

 

 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した

場合における保険料の納付義務者に係る第１

１条若しくは第１４条の基礎賦課額、第１５

条の３の３若しくは第１５条の３の６の後期

高齢者支援金等賦課額又は第１５条の５の介

護納付金賦課額及び第１９条の２第１項各号

に定める額の算定は、当該納付義務が消滅し

た日（法第６条第１号から第８号までの規定

のいずれかに該当したことにより納付義務が

消滅した場合において、その消滅した日が月

の初日であるときは、その前日）の属する月

の前月まで、月割りをもって行う。 
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前月まで、月割りをもって行う。 

（保険料の減額賦課） 

第１９条の２ 略 

   略 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者１

人当たりの被保険者均等割額に１０分の

７を乗じて得た額（当該額に１円未満の

端数があるときは、これを１円に切り上

げる。イにおいて同じ。） 

   略 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者１

人当たりの被保険者均等割額に１０分の

５を乗じて得た額（当該額に１円未満の

端数があるときは、これを１円に切り上

げる。イにおいて同じ。） 

   略 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者１

人当たりの被保険者均等割額に１０分の

２を乗じて得た額（当該額に１円未満の

端数があるときは、これを１円に切り上

げる。イにおいて同じ。） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額は」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額は」と、「第１１条又

は第１４条の基礎賦課額（以下この項におい

て「基準基礎賦課額」とあるのは「第１５条

の３の３又は第１５条の３の６の後期高齢者

支援金等賦課額（以下第３項において読み替

えて準用するこの項において「基準後期高齢

者支援金等賦課額」と、「基礎賦課限度額」と

あるのは「後期高齢者支援金等賦課限度額」

と、同項第１号中「この項」とあるのは「第

３項において読み替えて準用するこの項」と、

「この号」とあるのは「第３項において読み

替えて準用するこの号」と、「基準基礎賦課額」

とあるのは「基準後期高齢者支援金等賦課額」

と、同号ア中「基礎賦課額」とあるのは「後

 

（保険料の減額賦課等） 

第１９条の２ 略 

   略 

ア 当該年度分の基準基礎賦課額の被保険

者均等割額に１０分の７を乗じて得た額

（当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを１円に切り上げる。イにおい

て同じ。） 

   略 

ア 当該年度分の基準基礎賦課額の被保険

者均等割額に１０分の５を乗じて得た額

（当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを１円に切り上げる。イにおい

て同じ。） 

   略 

ア 当該年度分の基準基礎賦課額の被保険

者均等割額に１０分の２を乗じて得た額

（当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを１円に切り上げる。イにおい

て同じ。） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額は」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額は」と、「第１１条又

は第１４条の基礎賦課額（以下この項におい

て「基準基礎賦課額」とあるのは「第１５条

の３の３又は第１５条の３の６の後期高齢者

支援金等賦課額（以下第３項において読み替

えて準用するこの項において「基準後期高齢

者支援金等賦課額」と、「基礎賦課限度額」と

あるのは「後期高齢者支援金等賦課限度額」

と、同項第１号中「この項」とあるのは「第

３項において読み替えて準用するこの項」と、

「この号」とあるのは「第３項において読み

替えて準用するこの号」と、「基準基礎賦課額」

とあるのは「基準後期高齢者支援金等賦課額」

と、同項第２号中「前号」とあるのは「第３
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期高齢者支援金等賦課額」と、同項第２号中

「前号」とあるのは「第３項において読み替

えて準用する前号」と、「基準基礎賦課額」と

あるのは「基準後期高齢者支援金等賦課額」

と、同項第３号中「前２号」とあるのは「第

３項において読み替えて準用する前２号」と、

「基準基礎賦課額」とあるのは「基準後期高

齢者支援金等賦課額」と、前項中「前項各号」

とあるのは「次項において読み替えて準用す

る前項各号」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額は」とあるのは

「介護納付金賦課額は」と、「第１１条又は第

１４条の基礎賦課額（以下この項において「基

準基礎賦課額」とあるのは「第１５条の５の

介護納付金賦課額（以下第４項において読み

替えて準用するこの項において「基準介護納

付金賦課額」と、「基礎賦課限度額」とあるの

は「介護納付金賦課限度額」と、同項第１号

中「この項」とあるのは「第４項において読

み替えて準用するこの項」と、「この号」とあ

るのは「第４項において読み替えて準用する

この号」と、「基準基礎賦課額」とあるのは「基

準介護納付金賦課額」と、同号ア中「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、

同項第２号中「前号」とあるのは「第４項に

おいて読み替えて準用する前号」と、「基準基

礎賦課額」とあるのは「基準介護納付金賦課

額」と、同項第３号中「前２号」とあるのは

「第４項において読み替えて準用する前２

号」と、「基準基礎賦課額」とあるのは「基準

介護納付金賦課額」と、第２項中「前項各号」

とあるのは「第４項において読み替えて準用

する前項各号」と読み替えるものとする。 

第１９条の２の２ ６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）が属する世帯に係る保険料

項において読み替えて準用する前号」と、「基

準基礎賦課額」とあるのは「基準後期高齢者

支援金等賦課額」と、同項第３号中「前２号」

とあるのは「第３項において読み替えて準用

する前２号」と、「基準基礎賦課額」とあるの

は「基準後期高齢者支援金等賦課額」と、前

項中「前項各号」とあるのは「次項において

読み替えて準用する前項各号」と読み替える

ものとする。 

 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額は」とあるのは

「介護納付金賦課額は」と、「第１１条又は第

１４条の基礎賦課額（以下この項において「基

準基礎賦課額」とあるのは「第１５条の５の

介護納付金賦課額（以下第４項において読み

替えて準用するこの項において「基準介護納

付金賦課額」と、「基礎賦課限度額」とあるの

は「介護納付金賦課限度額」と、同項第１号

中「この項」とあるのは「第４項において読

み替えて準用するこの項」と、「この号」とあ

るのは「第４項において読み替えて準用する

この号」と、「基準基礎賦課額」とあるのは「基

準介護納付金賦課額」と、同項第２号中「前

号」とあるのは「第４項において読み替えて

準用する前号」と、「基準基礎賦課額」とある

のは「基準介護納付金賦課額」と、同項第３

号中「前２号」とあるのは「第４項において

読み替えて準用する前２号」と、「基準基礎賦

課額」とあるのは「基準介護納付金賦課額」

と、第２項中「前項各号」とあるのは「第４

項において読み替えて準用する前項各号」と

読み替えるものとする。 
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の納付義務者に対して課する当該保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は、第１号に掲げる額

から、第２号に掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の第１号に掲げる

額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

者（未就学児に限る。）の数を乗じて得た額（以

下この条において「軽減額」という。）を減額

して得た額（当該額が基礎賦課限度額を超え

る場合は、当該基礎賦課限度額）とする。 

  当該年度分の第１１条又は第１４条の基

礎賦課額（前条第１項の規定の適用を受け

る場合は、同項（次条又は付則第１９項の

規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に規定する額） 

  当該年度分の基礎賦課額の被保険者１人

当たりの被保険者均等割額に１０分の５を

乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が

あるときは、これを１円に切り上げる。） 

２ 市長は、軽減額を決定したときは、速やか

に、当該軽減額その他必要な事項を告示する

ものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額は」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額は」と、「第１号」と

あるのは「第３項において読み替えて準用す

る第１号」と、「第２号」とあるのは「第３項

において読み替えて準用する第２号」と、「基

礎賦課限度額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課限度額」と、同項第１号中「第１１

条又は第１４条の基礎賦課額（前条第１項」

とあるのは「第１５条の３の３又は第１５条

の３の６の後期高齢者支援金等賦課額（前条

第３項において読み替えて準用する同条第１

項」と、「同項」とあるのは「同条第３項にお

いて読み替えて準用する同条第１項」と、同

項第２号中「基礎賦課額」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額」と読み替えるものと
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する。 

（特例対象被保険者等の特例） 

第１９条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合における第１２条第

１項及び第１９条の２第１項（同条第３項又

は第４項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定の適用については、第１２条第

１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規

定する総所得金額（特例対象被保険者等の総

所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２８条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合においては、当該給与所得に

ついては、同条第２項の規定によって計算し

た金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。次項において同じ。）」と、「所

得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地

方税法」と、第１９条の２第１項第１号中「総

所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例

対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２

８条第１項に規定する給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、

同条第２項の規定によって計算した金額の１

００分の３０に相当する金額によるものとす

る。」と、「ついては、同法」とあるのは「つ

いては、地方税法」と、「所得税法（昭和４０

年法律第３３号）」とあるのは「所得税法」と

する。 

 

（特例対象被保険者等の特例） 

第１９条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合における第１２条第

１項及び前条第１項の規定の適用について

は、第１２条第１項中「規定する総所得金額」

とあるのは「規定する総所得金額（特例対象

被保険者等の総所得金額に所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す

る給与所得が含まれている場合においては、

当該給与所得については、同条第２項の規定

によって計算した金額の１００分の３０に相

当する金額によるものとする。次項において

同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは

「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第

１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得

金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所

得税法第２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合においては、当該給与所得

については、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額に

よるものとする。」と、「ついては、同法」と

あるのは「ついては、地方税法」と、「所得税

法（昭和４０年法律第３３号）」とあるのは「所

得税法」とする。 

 

 

29



30



（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８７号 所 管 保育運営課、保育管理課 

件 名 尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

北難波保育所及び大西保育所を新築工事完了後の新園舎へ移転するため、また、多

様化する保育ニーズへの適切な対応や老朽化した保育施設の環境改善、待機児童の解

消等を適切に進め、より効率的な保育所運営を行うことを目的に、七松保育所及び元

浜保育所を社会福祉法人に移管するため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  別表中、北難波保育所の位置を「尼崎市西難波町６丁目１２番１号」から「尼崎

市西難波町６丁目１４番２９号」に改める。 

  別表中、七松保育所の位置を「尼崎市七松町２丁目１４番１号」から「尼崎市西

難波町６丁目１２番１号」に改める。 

  別表中、大西保育所の位置を「尼崎市大西町１丁目１４番５号」から「尼崎市栗

山町２丁目２５番１８号」に改めるとともに、元浜保育所の項を削除する。 

 

３ 施行期日 

   北難波保育所の位置の変更 

令和４年１月４日 

   七松保育所の位置の変更 

   令和４年１月１１日 

   大西保育所の位置の変更及び元浜保育所の項の削除 

   令和４年４月１日 
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尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

別表 

名称 位置 

  

尼崎市立北難波保育所 尼崎市西難波町６丁

目１４番２９号 

  

（削る） （削る） 

  

尼崎市立七松保育所 尼崎市西難波町６丁

目１２番１号 

  

尼崎市立大西保育所 尼崎市栗山町２丁目

２５番１８号 
 

別表 

名称 位置 

  

尼崎市立北難波保育所 尼崎市西難波町６丁

目１２番１号 

  

尼崎市立元浜保育所 尼崎市武庫川町１丁

目２５番地 

  

尼崎市立七松保育所 尼崎市七松町２丁目

１４番１号 

  

尼崎市立大西保育所 尼崎市大西町１丁目

１４番５号 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８８号 所 管 住宅政策課 

件 名 尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

本市の長期優良住宅認定制度の審査においては、審査項目の一つである住宅の構造

及び設備の長期使用構造等（以下「長期使用構造等」という。）の適合状況を、長期

優良住宅建築等計画に係る技術的審査の「適合証」又は住宅性能表示制度の「設計住

宅性能評価書」により確認しているが、「設計住宅性能評価書」では確認できる内容

が一部不足しており、不足部分は市で確認する必要があることから、添付される書類

により異なる手数料を設定している。こうした中、住宅の質の向上及び円滑な取引環

境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律

（令和３年法律第４８号）が制定され、両書類の発行機関である登録住宅性能評価機

関において、住宅性能表示制度においても長期使用構造等の確認が不足なく行われる

ことになり、長期使用構造等の確認結果が記載された「設計住宅性能評価書」が新た

に発行されることになったこと等に伴い、所要の整備を行うもの。 

また、一戸建ての長期優良住宅の認定審査手数料について、現在は、床面積に応じ

た手数料を設定しているが、審査に係る所要時間に床面積の大きさによる差が生じて

いない実態を踏まえた手数料設定を行うため、所要の整備を行うもの。 

２ 主な改正内容 

  長期優良住宅の認定審査手数料のうち、申請書に「設計住宅性能評価書」の写し

が添付されている場合の手数料の規定を削除する。 

  一戸建ての長期優良住宅の認定審査手数料について、床面積に応じた手数料から

一律の手数料に変更する。 

【参考：新築住宅の新規認定申請審査手数料の例】          ※下線部：今回改正部分 

改正前 改正後 

住宅区分及び対象住宅の面積区分 

（㎡超～㎡以内） 

手数料 

（円） 

住宅区分及び対象住宅の面積区分 

（㎡超～㎡以内） 

手数料 

（円） 

― ― 一戸建て住宅 16,000 

一戸建て住宅 

及び共同住宅 

～200 16,000 

共同住宅 

～200 16,000 

200～500 28,000 200～500 28,000 

500～1,000 47,000 500～1,000 47,000 

1,000～3,000 90,000 1,000～3,000 90,000 

3,000～5,000 133,000 3,000～5,000 133,000 

5,000～10,000 193,000 5,000～10,000 193,000 

10,000～20,000 326,000 10,000～20,000 326,000 

20,000～30,000 405,000 20,000～30,000 405,000 

30,000～ 485,000 30,000～ 485,000 

３ 施行期日 

令和４年２月２０日 
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尼崎市建築物等関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 略 

(59) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８７号。以下「長期優

良住宅法」という。）第５条第１項から第５

項までの規定に基づく同条第１項に規定す

る長期優良住宅建築等計画（以下この号か

ら第６２号までにおいて「計画」という。）

の認定の申請（以下この号から第５９号の

４までにおいて「認定申請」という。）に対

する審査（一戸建ての住宅（長期優良住宅

の普及の促進に関する法律施行規則（平成

２１年国土交通省令第３号）第４条第１号

に規定する一戸建ての住宅をいう。）又は共

同住宅等（同条第２号に規定する共同住宅

等をいう。次号において同じ。）でその住宅

（長期優良住宅法第２条第１項に規定する

住宅をいう。以下この号から第６３号まで

において同じ。）の戸数が１であるもの（次

号において「単一共同住宅等」という。）（第

５９号の３から第６３号までにおいて「一

戸建ての住宅等」という。）の新築に係るも

のに限る。） 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める額 

 

 

 

ア 申請書に住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成１１年法律第８１号。以

下「住宅品質確保法」という。）第６条の

２第５項に規定する確認書又は住宅性能

評価書（以下この号から第６１号までに

おいて「確認書等」という。）の写しが添

付されている場合 １件 １６，０００

円 

 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 略 

(59) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８７号。以下「長期優

良住宅法」という。）第５条第１項から第３

項までの規定に基づく長期優良住宅建築等

計画（ア、次号ア、第５９号の３、第６０

号、第６２号ア及び第６３号において「計

画」という。）の認定の申請（アからウまで

及び次号から第５９号の４までにおいて

「認定申請」という。）に対する審査（一戸

建ての住宅（長期優良住宅の普及の促進に

関する法律施行規則（平成２１年国土交通

省令第３号）第４条第１号に規定する一戸

建ての住宅をいう。）又は共同住宅等（同条

第２号に規定する共同住宅等をいう。次号

において同じ。）でその住宅（長期優良住宅

法第２条第１項に規定する住宅をいう。以

下この号、第５９号の２アからウまで、第

５９号の３、第５９号の４ア及びイ並びに

第６０号において同じ。）の戸数が１である

もの（次号において「単一共同住宅等」と

いう。）（第５９号の３、第６１号、第６１

号の５及び第６２号アにおいて「一戸建て

の住宅等」という。）の新築に係るものに限

る。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれア

からウまでに定める額 

ア 申請書に、住宅の品質確保の促進等に

関する法律（平成１１年法律第８１号。

以下「住宅品質確保法」という。）第５条

第１項に規定する登録住宅性能評価機関

（以下「登録住宅性能評価機関」という。）

が、計画が長期優良住宅法第６条第１項

第１号に掲げる基準に適合することを確

認した旨を証する書面（ウ、次号ア及び

ウ、第５９号の３ア及びイ、第５９号の
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イ 申請書に確認書等の写しが添付されて

いない場合 １件 ５５，０００円 

 

 

 

 

 

４ア及びイ並びに第６１号において「適

合証」という。）の写しが添付されている

場合 当該認定申請のあった住宅の存す

る建築物について、次に掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)

までに定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 １６，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ２

８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

４７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ９０，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １３３，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １９３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３２６，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４０５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ４８５，０００円 

イ 申請書に設計住宅性能評価書（住宅品

質確保法第６条第１項に規定する設計住

宅性能評価書をいう。以下同じ。）の写し

が添付されている場合（アに該当する場

合を除く。） 当該認定申請のあった住宅

の存する建築物について、次に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)
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ウ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(59)の２ 認定申請に対する審査（複数住戸共

同住宅等（単一共同住宅等以外の共同住宅

又は(ｲ)に定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ２０，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超えるもの

 １件 ３５，０００円 

ウ 申請書に適合証の写し及び設計住宅性

能評価書の写しが添付されていない場合

 当該認定申請のあった住宅の存する建

築物について、次に掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)まで

に定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ５５，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

２６，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

２０３，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ４１１，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ７２０，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，２２４，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ２，２６０，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３，２１６，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ３，９６１，０００円 

(59)の２ 認定申請に対する審査（複数住戸共

同住宅等（単一共同住宅等以外の共同住宅
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等をいう。第５９号の４から第６３号まで

において同じ。）の新築に係るものに限る。） 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれア又は 

イに定める額 

 

 

ア 申請書に確認書等の写しが添付されて

いる場合 当該認定申請のあった計画に

係る住宅の存する建築物（長期優良住宅

法第９条第１項に規定する認定長期優良

住宅建築等計画（以下この号から第６０

号までにおいて「認定計画」という。）に

係る住宅以外の住宅で当該認定計画に係

る住宅の存する建築物内のものについて

の認定申請（以下この号から第５９号の

４までにおいて「後続申請」という。）に

係るものにあっては、当該後続申請のあ

った計画に係る住宅。以下この号及び第

５９号の４において同じ。）について、次

に掲げる床面積の合計（同時に複数の後

続申請があった場合は、これらの後続申

請のあった住宅の床面積の合計。以下こ

の号並びに第５９号の４ア及びイにおい

て同じ。）の区分に応じ、それぞれ(ｱ)か

ら(ｹ)までに定める額（同時に複数の認定

申請又は後続申請があった場合は、当該

額をこれらの認定申請又は後続申請のあ

った計画に係る住宅の戸数の合計で除し

て得た額（その額が１０，０００円未満

である場合においてその額に５０円未満

の端数があるときはこれを切り捨て、５

０円以上１００円未満の端数があるとき

はこれを切り上げ、１０，０００円以上

である場合においてその額に５００円未

満の端数があるときはこれを切り捨て、

５００円以上１，０００円未満の端数が

あるときはこれを切り上げる。第５９号

の４から第６３号までにおいて同じ。）。

等をいう。第５９号の４、第６０号、第６

１号の２から第６１号の４まで、第６１号

の６、第６１号の７、第６２号イ及び第６

３号において同じ。）の新築に係るものに限

る。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれア

からウまでに定める額 

ア 申請書に適合証の写しが添付されてい

る場合 当該認定申請のあった住宅の存

する建築物（既に認定を受けている計画

に係る住宅以外の住宅で当該計画に係る

建築物内のものについての認定申請（以

下ア及び第５９号の４アにおいて「後続

申請」という。）に係るものにあっては、

当該後続申請のあった住宅。以下この号

並びに第５９号の４ア及びイにおいて同

じ。）について、前号ア(ｱ)から(ｹ)までに

掲げる床面積の合計（同時に複数の後続

申請があった場合は、これらの後続申請

のあった住宅の床面積の合計。以下この

号並びに第５９号の４ア及びイにおいて

同じ。）の区分に応じ、それぞれ前号ア(ｱ)

から(ｹ)までに定める額（同時に複数の認

定申請又は後続申請があった場合は、当

該額をその認定申請又は後続申請に係る

住宅の戸数の合計（第５９号の４ア及び

第６２号イ(ｱ)において「認定申請戸数」

という。）で除して得た額（その額が１０，

０００円未満である場合においてその額

に５０円未満の端数があるときはこれを

切り捨て、５０円以上１００円未満の端

数があるときはこれを切り上げ、１０，

０００円以上である場合においてその額

に５００円未満の端数があるときはこれ

を切り捨て、５００円以上１，０００円

未満の端数があるときはこれを切り上げ

る。第５９号の４ア、第６０号、第６１

号の２ア、第６１号の３、第６１号の４、

第６１号の６、第６１号の７、第６２号
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以下この号において同じ。） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 １６，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ２

８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

４７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ９０，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １３３，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １９３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３２６，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４０５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ４８５，０００円 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ及び第６３号において同じ。）。以下こ

の号において同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 申請書に設計住宅性能評価書の写しが

添付されている場合（アに該当する場合

を除く。） 当該認定申請のあった住宅の

存する建築物について、次に掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から

(ｸ)までに定める額 

(ｱ) ５００平方メートル以内のもの 

１件 ６３，０００円 

(ｲ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

１０２，０００円 

(ｳ) １，０００平方メートルを超え３，
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イ 申請書に確認書等の写しが添付されて

いない場合 当該認定申請のあった計画

に係る住宅の存する建築物について、次

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ５５，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

２６，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

２０３，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ４１１，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ７２０，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，２２４，０００円 

０００平方メートル以内のもの １

件 ２０１，０００円 

(ｴ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ３３１，０００円 

(ｵ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４９８，０００円 

(ｶ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ９００，０００円 

(ｷ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，２１２，０００円 

(ｸ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 １，４８５，０００円 

ウ 申請書に適合証の写し及び設計住宅性

能評価書の写しが添付されていない場合

 当該認定申請のあった住宅の存する建

築物について、前号ウ(ｱ)から(ｹ)までに

掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同号ウ(ｱ)から(ｹ)までに定める額 
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(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ２，２６０，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３，２１６，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ３，９６１，０００円 

(59)の３ 認定申請に対する審査（一戸建ての

住宅等（認定計画で住宅の新築に係るもの

（次号から第６１号の７までにおいて「認

定新築計画」という。）に係るものを除く。）

の増築又は改築（次号において「増築等」

という。）に係るものに限る。） 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれア又はイに定める

額 

ア 申請書に確認書等の写しが添付されて

いる場合 １件 ２１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(59)の３ 認定申請に対する審査（一戸建ての

住宅等（既に認定を受けている計画で住宅

の新築に係るもの（次号から第６１号の７

までにおいて「新築計画」という。）に係る

ものを除く。）の増築又は改築（次号におい

て「増築等」という。）に係るものに限る。） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれア又は 

イに定める額 

ア 申請書に適合証の写しが添付されてい

る場合 当該認定申請のあった住宅の存

する建築物について、次に掲げる床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から

(ｹ)までに定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ２１，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ３

７，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

６１，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 １１４，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １７１，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ２５１，０００円 
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イ 申請書に確認書等の写しが添付されて

いない場合 １件 ７２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４２５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ５３０，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ６２７，０００円 

イ 申請書に適合証の写しが添付されてい

ない場合 当該認定申請のあった住宅の

存する建築物について、次に掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から

(ｹ)までに定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ７２，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

６８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

２６９，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ５４２，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ９５５，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，６２８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３，００８，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４，２８４，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ５，２７０，０００円 
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(59)の４ 認定申請に対する審査（複数住戸共

同住宅等（認定新築計画に係るものを除

く。）の増築等に係るものに限る。） 次に

掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定

める額 

ア 申請書に確認書等の写しが添付されて

いる場合 当該認定申請のあった計画に

係る住宅の存する建築物について、次に

掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額（同時に

複数の認定申請又は後続申請があった場

合は、当該額をこれらの認定申請又は後

続申請のあった計画に係る住宅の戸数の

合計で除して得た額。イにおいて同じ。） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ２１，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ３

７，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

６１，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 １１４，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １７１，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ２５１，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４２５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ５３０，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

(59)の４ 認定申請に対する審査（複数住戸共

同住宅等（既に認定を受けている新築計画

に係るものを除く。）の増築等に係るものに

限る。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

ア又はイに定める額 

ア 申請書に適合証の写しが添付されてい

る場合 当該認定申請のあった住宅の存

する建築物について、前号ア(ｱ)から(ｹ)

までに掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ同号ア(ｱ)から(ｹ)までに定

める額（同時に複数の認定申請又は後続

申請があった場合は、当該額をその認定

申請戸数で除して得た額。イにおいて同

じ。） 
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もの １件 ６２７，０００円 

イ 申請書に確認書等の写しが添付されて

いない場合 当該認定申請のあった計画

に係る住宅の存する建築物について、次

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ７２，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

６８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

２６９，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ５４２，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ９５５，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，６２８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３，００８，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ４，２８４，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ５，２７０，０００円 

(60) 長期優良住宅法第８条第２項において準

用する長期優良住宅法第５条第１項から第

５項までの規定に基づく認定計画の変更

（以下この号から第６３号までにおいて

「計画変更」という。）の認定の申請（長期

優良住宅法第９条第１項又は第３項に規定

する場合におけるものを除く。以下この号

 

イ 申請書に適合証の写しが添付されてい

ない場合 当該認定申請のあった住宅の

存する建築物について、前号イ(ｱ)から

(ｹ)までに掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ同号イ(ｱ)から(ｹ)までに

定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60) 長期優良住宅法第８条第１項の規定に基

づく計画の変更（以下この号から第６１号

の７まで及び第６２号イ(ｲ)において「計画

変更」という。）の認定の申請（長期優良住

宅法第９条第１項の規定に基づくものを除

く。以下この号、次号、第６１号の３、第

６１号の４及び第６１号の７において「変
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から第６１号の７までにおいて「変更認定

申請」という。）に対する審査（認定新築計

画に係るものに限り、次号から第６１号の

３までのいずれかに該当するものを除く。） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれア又は 

イに定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

一戸建ての住宅等に係るものである場合

 １件 ９，１００円 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更が

複数住戸共同住宅等に係るものである場

合 当該複数住戸共同住宅等の存する建

築物の当該計画変更に係る部分の全体に

ついて、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定め

る額（同時に複数の変更認定申請があっ

た場合は、当該額をこれらの変更認定申

請のあった計画変更に係る住宅の戸数の

合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ９,１００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

７，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

３０，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

更認定申請」という。）に対する審査（既に

認定を受けている新築計画に係るものに限

り、次号から第６１号の３までのいずれか

に該当するものを除く。） 計画の認定を受

けた住宅の存する建築物（以下「対象建築

物」という。）の計画変更に係る部分につい

て、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれアからケまでに定める額（複数住

戸共同住宅等について同時に複数の変更認

定申請があった場合は、当該額を当該変更

認定申請に係る住宅の戸数の合計（第６１

号の２ア、第６１号の３、第６１号の４、

第６１号の６、第６１号の７、第６２号イ

(ｲ)及び第６３号において「変更認定申請戸

数」という。）で除して得た額） 

ア ２００平方メートル以内のもの １件 

 ９，１００円 

 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 １７，００

０円 
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件 ５５，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ８６，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １３５，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ２２１，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ２６５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ３１０，０００円 

  ウ～ケ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(61) 変更認定申請（申請書にその計画変更に

係る住宅に係る確認書等の写しが添付され

ているものを除く。次号から第６１号の６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 ３０，

０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ５

５，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 ８

６，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１３５，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件  

２２１，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件  

２６５，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ３１０，０００円 

(61) 変更認定申請（申請書にその計画変更に

係る適合証の写しが添付されているものを

除く。次号、第６１号の５及び第６１号の
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までにおいて「特定変更認定申請」という。）

に対する審査で、その計画変更が長期優良

住宅法第６条第１項第１号に掲げる基準

（次号から第６１号の６までにおいて「１

号基準」という。）に適合するかどうかを判

定するもの（一戸建ての住宅等（認定新築

計画に係るものに限る。）に係るものに限

る。） 前号アに定める額に１件につき３

８，０００円を加えて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６において「特定変更認定申請」という。）

に対する審査で、その計画変更が長期優良

住宅法第６条第１項第１号に掲げる基準

（次号、第６１号の５及び第６１号の６に

おいて「１号基準」という。）に適合してい

る旨の認定を要するもの（一戸建ての住宅

等（既に認定を受けている新築計画に係る

ものに限る。）に係るものに限る。） 対象

建築物の計画変更に係る部分について前号

アからケまでに掲げる床面積の合計の区分

に応じそれぞれ同号アからケまでに定める

額に、次に掲げる区分に応じそれぞれア又

はイに定める額を加算して得た額 

ア 申請書に当該計画変更に係る設計住宅

性能評価書の写しが添付されている場合

 当該対象建築物の計画変更に係る部分

について、次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める

額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ３，４００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超えるもの

 １件 ６，７００円 

イ 申請書に当該計画変更に係る設計住宅

性能評価書の写しが添付されていない場

合 当該対象建築物の計画変更に係る部

分について、次に掲げる床面積の合計の

区分に応じ､それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに

定める額 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ３８，０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ９

８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

１５６，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，
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(61)の２ 特定変更認定申請に対する審査で、

その計画変更が１号基準に適合するかどう

かを判定するもの（複数住戸共同住宅等（認

定新築計画に係るものに限る。）に係るもの

に限る。） 第６０号イに定める額に、当該

複数住戸共同住宅等の存する建築物の当該

計画変更に係る部分の全体について次に掲

げる床面積の合計の区分に応じそれぞれア

からケまでに定める額（同時に複数の特定

変更認定申請があった場合は、当該額をこ

れらの特定変更認定申請のあった計画変更

に係る住宅の戸数の合計で除して得た額）

を加えて得た額 

ア ２００平方メートル以内のもの １件 

 ３８，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

０００平方メートル以内のもの １

件 ３２０，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ５８７，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，０３１，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 １，９３４，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ２，８１１，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ３，４７７，０００円 

(61)の２ 特定変更認定申請に対する審査で、

その計画変更が１号基準に適合している旨

の認定を要するもの（複数住戸共同住宅等

（既に認定を受けている新築計画に係るも

のに限る。）に係るものに限る。） 対象建

築物の計画変更に係る部分について第６０

号アからケまでに掲げる床面積の合計の区

分に応じそれぞれ同号アからケまでに定め

る額に、次に掲げる区分に応じそれぞれア

又はイに定める額を加算して得た額 

 

 

 

ア 申請書に当該計画変更に係る設計住宅

性能評価書の写しが添付されている場合

 当該対象建築物の計画変更に係る部分

について、次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｸ)までに定

める額（同時に複数の特定変更認定申請

があった場合は、当該額をその変更認定

申請戸数で除して得た額。イにおいて同

じ。） 
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イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 ９８，００

０円 

 

 

 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 １５

６，０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ３

２０，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 ５

８７，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

(ｱ) ５００平方メートル以内のもの 

１件 ３５，０００円 

(ｲ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

５５，０００円 

(ｳ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 １１１，０００円 

(ｴ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １９８，０００円 

(ｵ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ３０５，０００円 

(ｶ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ５７４，０００円 

(ｷ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの 

１件 ８０７，０００円 

(ｸ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 １，０００，０００円 

イ 申請書に当該計画変更に係る設計住宅

性能評価書の写しが添付されていない場

合 当該対象建築物の計画変更に係る部

分について、前号イ(ｱ)から(ｹ)までに掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号イ(ｱ)から(ｹ)までに定める額 
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０００平方メートル以内のもの １件  

１，０３１，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１，９３４，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件  

２，８１１，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ３，４７７，０００円 

(61)の３ 変更認定申請に対する審査で、その

計画変更が長期優良住宅法第６条第１項第

２号、第５号又は第６号に掲げる基準（第

６１号の７において「２号等基準」という。）

に適合するかどうかを判定するもの（認定

新築計画に係るものに限る。） 第６０号に

定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞ

れア又はイに定める額を加えて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

一戸建ての住宅等に係るものである場合 

 １件 ７，０００円 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更が

複数住戸共同住宅等に係るものである場

合 当該複数住戸共同住宅等の存する建

築物の当該計画変更に係る部分の全体に

ついて、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定め

る額（同時に複数の変更認定申請があっ

た場合は、当該額をこれらの変更認定申

請のあった計画変更に係る住宅の戸数の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (61)の３ 変更認定申請に対する審査で、その

計画変更が長期優良住宅法第６条第１項第

２号、第４号又は第５号に掲げる基準（第

６１号の７において「２号等基準」という。）

に適合している旨の認定を要するもの（既

に認定を受けている新築計画に係るものに

限る。） 対象建築物の計画変更に係る部分

について第６０号アからケまでに掲げる床

面積の合計の区分に応じそれぞれ同号アか

らケまでに定める額に、当該部分について

次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれ

ぞれアからケまでに定める額（複数住戸共

同住宅等について同時に複数の変更認定申

請があった場合は、当該額をその変更認定

申請戸数で除して得た額）を加算して得た

額 

ア ２００平方メートル以内のもの １件 

 ７，０００円 

 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 １２，００

０円 
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合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ７,０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

２，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

１７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ３５，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ４７，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ５８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １０５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １４０，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 １７５，０００円 

  ウ～ケ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 １７，

０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ３

５，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 ４

７，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件  

５８，０００円 
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(61)の４ 変更認定申請に対する審査（認定新

築計画に係るもの及び次号から第６１号の

７までのいずれかに該当するものを除く。） 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれア又は

イに定める額 

 

 

 

 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

一戸建ての住宅等に係るものである場合 

 １件 １１，０００円 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更が

複数住戸共同住宅等に係るものである場

合 当該複数住戸共同住宅等の存する建

築物の当該計画変更に係る部分の全体に

ついて、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定め

る額（同時に複数の変更認定申請があっ

た場合は、当該額をこれらの変更認定申

請のあった計画変更に係る住宅の戸数の

合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 １１,０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ２

１，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１０５，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１４０，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 １７５，０００円 

(61)の４ 変更認定申請に対する審査（既に認

定を受けている新築計画に係るもの及び次

号から第６１号の７までのいずれかに該当

するものを除く。） 対象建築物の計画変更

に係る部分について、次に掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれアからケまで

に定める額（複数住戸共同住宅等について

同時に複数の変更認定申請があった場合

は、当該額をその変更認定申請戸数で除し

て得た額） 

ア ２００平方メートル以内のもの １件

 １１，０００円 

 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 ２１，００

０円 
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３８，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ６７，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １０９，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １７３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ２８５，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ３４３，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ３９３，０００円 

  ウ～ケ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 ３８，

０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ６

７，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 １

０９，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件 

１７３，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件 

２８５，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件 

３４３，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ３９３，０００円 
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 (61)の５ 特定変更認定申請に対する審査で、

その計画変更が１号基準に適合するかどう

かを判定するもの（一戸建ての住宅等（認

定新築計画に係るものを除く。）に係るもの

に限る。） 前号アに定める額に１件につき

５１，０００円を加えて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(61)の６ 特定変更認定申請に対する審査で、

その計画変更が１号基準に適合するかどう

(61)の５ 特定変更認定申請に対する審査で、

その計画変更が１号基準に適合している旨

の認定を要するもの（一戸建ての住宅等（既

に認定を受けている新築計画に係るものを

除く。）に係るものに限る。） 対象建築物

の計画変更に係る部分について前号アから

ケまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ

それぞれ同号アからケまでに定める額に、

当該部分について次に掲げる床面積の合計

の区分に応じそれぞれアからケまでに定め

る額を加算して得た額 

ア ２００平方メートル以内のもの １件

 ５１，０００円 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 １３１，０

００円 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 ２０

８，０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ４

２８，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 ７

８４，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件 

１，３７７，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件 

２，５８３，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件 

３，７５４，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ４,６４４,０００円 

(61)の６ 特定変更認定申請に対する審査で、

その計画変更が１号基準に適合している旨
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かを判定するもの（複数住戸共同住宅等（認

定新築計画に係るものを除く。）に係るもの

に限る。） 第６１号の４イに定める額に、

当該複数住戸共同住宅等の存する建築物の

当該計画変更に係る部分の全体について次

に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞ

れアからケまでに定める額（同時に複数の

特定変更認定申請があった場合は、当該額

をこれらの特定変更認定申請のあった計画

変更に係る住宅の戸数の合計で除して得た

額）を加えて得た額 

ア ２００平方メートル以内のもの １件 

 ５１，０００円 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 １３１，０

００円 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 ２０

８，０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ４

２８，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 ７

８４，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１，３７７，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件  

２，５８３，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件  

３，７５４，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ４，６４４，０００円 

(61)の７ 変更認定申請に対する審査で、その

計画変更が２号等基準に適合するかどうか

の認定を要するもの（複数住戸共同住宅等

（既に認定を受けている新築計画に係るも

のを除く。）に係るものに限る。） 対象建

築物の計画変更に係る部分について第６１

号の４アからケまでに掲げる床面積の合計

の区分に応じそれぞれ同号アからケまでに

定める額に、当該部分について前号アから

ケまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ

それぞれ同号アからケまでに定める額（同

時に複数の特定変更認定申請があった場合

は、当該額をその変更認定申請戸数で除し

て得た額）を加算して得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(61)の７ 変更認定申請に対する審査で、その

計画変更が２号等基準に適合している旨の
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を判定するもの（認定新築計画に係るもの

を除く。） 第６１号の４に定める額に、次

に掲げる区分に応じそれぞれア又はイに定

める額を加えて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

一戸建ての住宅等に係るものである場合 

 １件 ９，３００円 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更が

複数住戸共同住宅等に係るものである場

合 当該複数住戸共同住宅等の存する建

築物の当該計画変更に係る部分の全体に

ついて、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定め

る額（同時に複数の変更認定申請があっ

た場合は、当該額をこれらの変更認定申

請のあった計画変更に係る住宅の戸数の

合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 ９,３００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 １

６，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

２３，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ４７，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 ６２，０００円 

認定を要するもの（既に認定を受けている

新築計画に係るものを除く。） 対象建築物

の計画変更に係る部分について第６１号の

４アからケまでに掲げる床面積の合計の区

分に応じそれぞれ同号アからケまでに定め

る額に、当該部分について次に掲げる床面

積の合計の区分に応じそれぞれアからケま

でに定める額（複数住戸共同住宅等につい

て同時に複数の変更認定申請があった場合

は、当該額をその変更認定申請戸数で除し

て得た額）を加算して得た額 

ア ２００平方メートル以内のもの １件 

 ９，３００円 

 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 １６，００

０円 
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(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ７８，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １４０，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １８７，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ２３４，０００円 

ウ～ケ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(62) 略 

ア 当該申出のあった計画又は計画変更が

一戸建ての住宅等に係るものである場合 

第５９号、第５９号の３、第６０号ア、

第６１号、第６１号の３（同号アに係る

部分に限る。）、第６１号の４ア、第６１

号の５又は前号（同号アに係る部分に限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００

平方メートル以内のもの １件 ２３，

０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ４

７，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 ６

２，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件  

７８，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１４０，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件  

１８７，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ２３４，０００円 

(62) 略 

ア 一戸建ての住宅等に係るものである場

合 第５９号、第５９号の３、第６０号、

第６１号、第６１号の３から第６１号の

５まで又は前号に定める額に、第１号に

定める額に相当する額（当該申出のあっ

た計画に、建築基準法第８７条の４に規
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る。）に定める額に、第１号に定める額に

相当する額（当該計画又は計画変更に、

建築基準法第８７条の４に規定する建築

設備に係る部分が含まれる場合にあって

は第２号に定める額に相当する額を、同

法第８８条第１項に規定する工作物に係

る部分が含まれる場合にあっては第３号

に定める額に相当する額を、当該第１号

に定める額に相当する額に加えて得た

額。イにおいて同じ。）を加えて得た額 

イ 当該申出のあった計画又は計画変更が

複数住戸共同住宅等に係るものである場

合 第５９号の２、第５９号の４、第６

０号イ、第６１号の２、第６１号の３（同

号イに係る部分に限る。）、第６１号の４

イ、第６１号の６又は前号（同号イに係

る部分に限る。）に定める額に、第１号に

定める額に相当する額を次に掲げる区分

に応じそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める数で

除して得た額を加えて得た額 

(ｱ) (ｲ)に掲げる場合以外の場合 当該

申出のあった計画に係る住宅の戸数

の合計 

(ｲ) 計画変更に係るものである場合 

当該申出のあった計画変更に係る住

宅の戸数の合計 

(63) 長期優良住宅法第８条第２項において準

用する長期優良住宅法第５条第１項から第

５項までの規定に基づく計画変更の認定の

申請（長期優良住宅法第９条第１項又は第

３項に規定する場合におけるものに限る。

以下この号において「変更認定申請」とい

う。）に対する審査 次に掲げる区分に応

じ、それぞれア又はイに定める額 

 

 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

定する建築設備に係る部分が含まれる場

合にあっては第２号に定める額に相当す

る額を、同法第８８条第１項に規定する

工作物に係る部分が含まれる場合にあっ

ては第３号に定める額に相当する額を、

当該第１号に定める額に相当する額に加

えて得た額。イにおいて同じ。）を加算し

て得た額 

 

 

イ 複数住戸共同住宅等に係るものである

場合 第５９号の２、第５９号の４、第

６０号、第６１号の２から第６１号の４

まで、第６１号の６又は前号に定める額

に、第１号に定める額に相当する額を次

に掲げる区分に応じそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)

に定める数で除して得た額を加算して得

た額 

 

 

(ｱ) (ｲ)に掲げる場合以外の場合 認定

申請戸数 

 

(ｲ) 計画変更に係るものである場合 

変更認定申請戸数 

 

(63) 長期優良住宅法第９条第１項の規定に基

づく譲受人を決定したときの計画の変更

（以下この号において「計画変更」という。）

の認定の申請（以下この号において「変更

認定申請」という。）に対する審査 対象建

築物の計画変更に係る部分について、次に

掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れアからケまでに定める額（複数住戸共同

住宅等について同時に複数の変更認定申請

があった場合は、当該額をその変更認定申

請戸数で除して得た額） 

ア ２００平方メートル以内のもの １件
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一戸建ての住宅等に係るものである場合 

 １件 １６，０００円 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更が

複数住戸共同住宅等に係るものである場

合 当該複数住戸共同住宅等の存する建

築物の当該計画変更に係る部分の全体に

ついて、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｹ)までに定め

る額（同時に複数の変更認定申請があっ

た場合は、当該額をこれらの変更認定申

請のあった計画変更に係る住宅の戸数の

合計で除して得た額） 

(ｱ) ２００平方メートル以内のもの 

１件 １６,０００円 

(ｲ) ２００平方メートルを超え５００

平方メートル以内のもの １件 ２

８，０００円 

(ｳ) ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの １件 

４７，０００円 

(ｴ) １，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの １

件 ９０，０００円 

(ｵ) ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの １

件 １３３，０００円 

(ｶ) ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 １９３，０００円 

(ｷ) １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ３２６，０００円 

(ｸ) ２０，０００平方メートルを超え３

０，０００平方メートル以内のもの  

１件 ４０５，０００円 

(ｹ) ３０，０００平方メートルを超える

もの １件 ４８５，０００円 

ウ～ケ 削除 

 １６，０００円 

 

イ ２００平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの １件 ２８，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ５００平方メートルを超え１，０００
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(64) 長期優良住宅法第１０条の規定による同

条に規定する認定に基づく地位の承継の承

認の申請に対する審査 １件 １６，００

０円 

(67)の２ 認定申請(申請書に住宅品質確保法

第６条第１項に規定する設計住宅性能評価

書(規則で定めるものに限る。第６９号の２

において「対象設計住宅性能評価書」とい

う。）の写しが添付されているものに限る。

ア及びイ以下この号において同じ。）に対す

る審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

ア又はイに定める額 

平方メートル以内のもの １件 ４７，

０００円 

エ １，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のもの １件 ９

０，０００円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以内のもの １件 １

３３，０００円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの １件 

１９３，０００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，

０００平方メートル以内のもの １件 

３２６，０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え３０，

０００平方メートル以内のもの １件 

４０５，０００円 

ケ ３０，０００平方メートルを超えるも

の １件 ４８５，０００円 

 (64) 長期優良住宅法第１０条の規定に基づく

認定計画実施者の地位の承継の承認の申

請に対する審査 １件 １６，０００円 

  

 (67)の２ 認定申請(申請書に設計住宅性能評

価書(規則で定めるものに限る。第６９号の

２において「対象設計住宅性能評価書」と

いう。）の写しが添付されているものに限

る。ア及びイ以下この号において同じ。）に

対する審査 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める額 
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（議案説明資料） 

 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８９号 所 管 庁舎管理課 

件 名 工事請負契約について（本庁舎中館受変電設備改修工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

尼崎市武庫之荘６丁目２４番１６号 

不二電気工事株式会社 

 代表取締役 藤田 文基 

 

２ 契約金額 

３１３，７２０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

  一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

  令和３年９月９日 

 

５ 工事内容 

電気設備工事 

電灯設備工事     一式 

動力設備工事     一式 

受変電設備工事    一式 

電力貯蔵設備工事   一式 

その他付帯設備工事  一式 

 

６ 工期 

契約締結の日から令和５年３月２０日まで 
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※最低制限価格抵触

栄興電機工業（株） 342,000,000

（株）ニューテック 辞退

尼崎電機(株) 辞退

※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触

285,200,000 決定

平尾電工（株） 316,230,000

親和電機工業（株） 321,500,000

※予定価格超過

※予定価格超過

山口電気工事（株）

共栄電器工業（株）

190,000,000

262,000,000

予　定　価　格 289,700,000円 最 低 制 限 価 格

（株）小川電設 247,000,000

不二電気工事（株）

第1回目入札金額（円）

開　札　結　果　表

開札年月日 令和３年９月９日

件　　　　　名 本庁舎中館受変電設備改修工事

落　札　者　名

（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

※予定価格超過

不二電気工事（株） 落　札　金　額 285,200,000円

大日通信工業(株) 195,220,000 ※最低制限価格抵触

265,125,000円

入　　　札　　　者　　　名
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（議案説明資料） 

 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９１号 所 管 こども福祉課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立すこやかプラザ） 

内       容 

１ 施設名及び所在地 

 尼崎市立すこやかプラザ 

尼崎市七松町１丁目３番１－５０２号 

 

２ 指定管理者 

尼崎市南武庫之荘１丁目１８番１１－１０２号 

特定非営利活動法人子どものみらい尼崎 

 理事 濱田 格子 

 

３ 指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 選定方法 

  令和３年８月２０日から９月１６日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定

委員会において、４つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレ

ゼンテーションによる審査を実施し選定した。 

 【選定基準】 

  ①市民の平等な利用が確保されるものであるか 

  ②すこやかプラザの効用を最大限に発揮させるものであるか 

  ③すこやかプラザの管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

  ④すこやかプラザの管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

 

５ 応募団体 １団体 

 

６ 選定理由 

特定非営利活動法人子どものみらい尼崎は、選定委員会において設けた４つの選定

基準をすべて満たしており、すこやかプラザの指定管理者として適切であると判断し

た。 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９２号 所 管 こども青少年課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立美方高原自然の家） 

内       容 

１ 施設名及び所在地 

尼崎市立美方高原自然の家 

 兵庫県美方郡香美町小代区新屋１４３２番地の３５ 

 

２ 指定管理者 

  東京都荒川区西日暮里５丁目３８番５号 

 公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会 

  代表理事 飯田 稔 

 

３ 指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 選定方法 

令和３年９月３日から９月２２日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定委

員会において、４つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレゼ

ンテーションを含めた面接審査を実施し選定した。 

 【選定基準】 

① 市民の平等な利用が確保されるものであるか 

② 美方高原自然の家の効用を最大限に発揮させるものであるか 

③ 美方高原自然の家の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

④ 美方高原自然の家の管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

 

５ 応募団体 １団体 

 

６ 選定理由 

公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会は、選定委員会で設けた４つの選定

基準をすべて満たしており、美方高原自然の家の指定管理者として適切であると判断

した。 
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（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９３号 所 管 こども青少年課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立青少年いこいの家） 

内       容 

１ 施設名及び所在地 

尼崎市立青少年いこいの家 

 兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山６番地の１ 

 

２ 指定管理者 

  尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同体 

代表者 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

    公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

代表理事 福井 進 

 

３ 指定期間 

  令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで（２年間） 

※ 青少年いこいの家は、令和８年度までに「老朽化した宿泊棟を廃止し、野外での

活動を中心とした施設へ特化する」方向で整理しており、現指定期間（２年間）の

間に再整備に係る方向性を定め、工事に係る設計等を行い、令和４年度から令和５

年度に一旦施設の供用を停止して工事を実施する予定であった。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、相当の税収の落ち込み

が見込まれていたことから、令和２年６月に再整備の実施時期を当面の間延伸する

ことを決定したため、令和４年度から再整備の着手までの間、指定管理を継続し、

指定期間を設定することとした。 

その指定期間については、再整備に向けた各関係機関との調整や工事に係る設計

等に要する期間を改めて精査し、２年間とするもの。 

 

４ 選定方法 

令和３年９月１日から９月２２日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定委

員会において、４つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレゼ

ンテーションを含めた面接審査を実施し選定した。 

 【選定基準】 

① 市民の平等な利用が確保されるものであるか 

② 青少年いこいの家の効用を最大限に発揮させるものであるか 
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③ 青少年いこいの家の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

④ 青少年いこいの家の管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

 

５ 応募団体 ２団体 

 

６ 選定理由 

尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同体は、選定委員会で設けた４つ

の選定基準の全てにおいて一定の水準以上の評価を得ており、特に施設運営にあたっ

ての基本方針や事業内容においては、施設の機能を十分に活用した提案がなされてい

たことから、青少年いこいの家の指定管理者として適切であると判断した。 
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応募者一覧 

 法人等の名称 代表者名 所在地 

１ 
公益財団法人日本アウトワー

ド・バウンド協会 

代表理事 

 飯田 稔 

東京都荒川区西日暮里５丁目３

８番５号 

２ 

尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同体 

 

代
表
者 

公益財団法人尼崎市

スポーツ振興事業団 

代表理事 

福井 進 
尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

 

構
成
員 

イオンディライト株

式会社 

代表取締役 

濱田 和成 

大阪市中央区南船場２丁目３番

２号 
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＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９５号 所 管 道路課 

件 名 市道路線の認定、廃止、一部廃止及び変更について 

内       容 

１ 理由 

道路法第８条第２項（同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）

の規定により、市道路線を認定、廃止、一部廃止及び変更するため、議決を求めるも

の。 

 

２ 対象路線 

  認定しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

市 道 第 ８ ８ ２ 号 線 西川１丁目５４～同９７ 

市 道 第 ８ ８ ３ 号 線 富松町２丁目１３５１－２～同１３５２－１ 

市 道 第 ８ ８ ４ 号 線 南塚口町７丁目７０～同６８ 

市 道 第 ８ ８ ５ 号 線 南塚口町８丁目１０４８～同１０２４ 

  

   廃止しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

塚口第１５号４町目線 塚口町１丁目９－７～同３３－１１ 

東富松第１０号屋敷辰巳台線１号枝線 富松町１丁目５８４－２～同５８５－１８ 

貝 原 線 ２ 号 枝 線 上ノ島町１丁目８５５～同８５５ 

武庫之荘南部区画第１５８号線 上ノ島町 1丁目８７４～同８７３ 

尾 浜 区 画 第 １ ８ 号 線 南塚口町５丁目８０２－２～同１５７－２ 

富 松 １ １ 号 線 塚口町６丁目１４－９～同９－７ 

高 松 地 元 線 ９ 号 枝 線 南塚口町７丁目３２５～同８丁目８７８ 

塚口西区画第２４号線 南塚口町８丁目６５６～同８７８ 

垣 ノ 内 線 １ 号 枝 線 水堂町１丁目１７１－１～同１７１－１ 

水 堂 小 路 線 ３ 号 枝 線 西立花町２丁目２５６～同２５７ 

東 富 松 フ ケ 宮 東 線 富松町 1丁目８９０－２７～同２丁目１３６３－１１  

武庫之荘南部区画第１６９号線 水堂町 1丁目６０－１１～同６０－１０ 

 

   一部廃止しようとする路線 

路   線   名 廃 止 区 間 

塚口第５号御願塚線２号枝線 塚口本町２丁目４２５－１～同４２３－２３ 
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塚口第１２号村内南線２号枝線 塚口本町１丁目９０１－１～同８９７－１ 

塚口第１２号村内南線１０号枝線 塚口本町１丁目９０６－１～同９１１－１９ 

塚口第１４号池尻高松線 塚口町３丁目１２－２１～南塚口町８丁目４９７ 

北 ケ 市 冬 原 線 富松町１丁目６１５－１１～上ノ島町１丁目６２ 

上ノ島第２号高松地元線 南塚口町１丁目３２７－３～同８丁目１３４ 

上ノ島第２号高松地元線 南塚口町８丁目６５６～上ノ島町１丁目７９４ 

高 松 地 元 線 ８ 号 枝 線 南塚口町７丁目３１１－１～栗山町２丁目９５ 

大 西 村 内 線 １ 号 枝 線 大西町２丁目２３３－５～同１丁目２３５ 

橘 区 画 第 ５ ０ 号 線 西立花町１丁目１８４～同２００ 

今 北 水 堂 線 西立花町２丁目３９１～同２５７ 

水 堂 今 北 線 西立花町２丁目３９１～同３９１－３ 

塚口西区画第１７号線 南塚口町８丁目９２３－３～同７０３－１ 

 

  変更しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点  

栗 山 上 ノ 島 線 
旧 南塚口町８丁目１２６－１～同１２２８ 

新 南塚口町１丁目３２７－３～上ノ島町１丁目７９４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76



77



78



79



80



81

立
花
北
生
涯

学
習
プ
ラ
ザ



82



83



84

山手幹線



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



（議案説明資料） 

＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９６号 所 管 公園維持課 

件 名 
指定管理者の指定について（橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園

並びに尼崎市立魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）） 

内   容 

１ 施設名及び所在地 

   橘 公 園 尼崎市東七松町１丁目 

   小田南公園 尼崎市杭瀬南新町３丁目 

   西向島公園 尼崎市西向島町 

   猪名川公園 尼崎市椎堂１丁目及び豊中市利倉西１丁目 

   魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。） 尼崎市平左衛門町 

 

２ 指定管理者 

パークマネジメント尼崎 

代表者 

大阪市西区江戸堀１丁目８番１４号 

    株式会社日比谷アメニス大阪支店 

支店長 藤原 圭介 

 

３ 指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

  ただし、小田南公園については再整備が予定されており、指定期間が短縮される可

能性がある。 

 

４ 選定方法 

  令和３年８月１６日から９月１５日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定

委員会において、５つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレ

ゼンテーションによる審査を実施し選定した。 

 【選定基準】 

  ① 市民の平等な利用が確保されるものであるか 

② 公園等の効用を最大限に発揮させるものであるか 

③ 公園等の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

④ 公園等の管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

⑤ その他公園等の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであ

るか 

 

５ 応募団体 ２団体 
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６ 選定理由 

  選定委員会による評価の結果、パークマネジメント尼崎が、総合的に最も優れた評

価を得ており、橘公園等の指定管理者として適切であると判断した。 
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応募者一覧 

 団体等の名称 代表者名 所在地 

１ 

グリーン＆スポーツあまがさき 

代表者 
公益財団法人 

尼崎緑化公園協会 

理事 

 森山 敏夫 

尼崎市南塚口町４丁目 

１番４４号 

構成員 
公益財団法人 

尼崎市スポーツ振興事業団 

代表理事 

 福井 進 

尼崎市西長洲町１丁目 

４番１号 

２ 

パークマネジメント尼崎 

代表者 
株式会社 

日比谷アメニス大阪支店 

支店長 

 藤原 圭介 

大阪市西区江戸堀１丁目 

８番１４号 

構成員 
株式会社 

ハウスビルシステム 

代表取締役 

 坂下 芳史 

大阪市北区梅田１丁目 

２番２－１２００号 
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＜令和３年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９７号 所 管 公園計画・21世紀の森担当 

件 名 負担付きの寄附の受納について 

内       容 

１ 趣旨 

小田南公園は供用開始から約３０年が経過し、リニューアルを検討する時期を迎え

る中で、南部地域活性化の起爆剤として阪神タイガースファーム施設の誘致の取り組

みを進めてきた。 

その結果、本市は阪神電気鉄道株式会社及び株式会社阪神タイガースの三者で、小

田南公園の整備・管理運営の実現に向けた協定等を締結し、小田南公園において阪神

電気鉄道株式会社が整備する公園施設及び附属物一式の寄附を市が受納し、当該寄附

を受納することの条件（負担）の内容及び令和７年２月１日までに小田南公園の供用

を開始すること等を確認した。 

このうち、負担付きの寄附を受納するため、次の事項について地方自治法第９６条

第１項第９号の規定により議決を求めるもの。 

 

２ 寄附の目的 

  小田南公園において、公園施設の更新によるスポーツ文化の振興、市民の健康増進、

地域経済の活性化等に寄与するため。 

 

３ 寄附を受ける物件 

小田南公園（第１工区）において寄附者が小田南公園整備事業により整備する公園

施設及び附属物一式 

所在 種類 構造等 予定数量 

尼崎市

杭瀬南

新町３

丁目１

５番外

８筆 

硬式野球場 
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、

地上３階建 
約 21,000 ㎡ 

軟式野球場 鉄筋コンクリート造、地上２階建 約 10,000 ㎡ 

硬式野球練習場 ― 約 6,000 ㎡ 

駐車場 ― 約 60 台 

その他公園施設一式 園路、広場、植栽、ベンチ等 ― 

附属物一式 各施設に附属する備品類等 ― 

 

４ 寄附者 

  大阪市福島区海老江１丁目１番２４号 

   阪神電気鉄道株式会社 

    代表取締役 秦 雅夫 
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５ 負担の内容 

  寄附物件の都市公園としての供用を開始した日から４０年を経過する日まで、寄附

者又は株式会社阪神タイガース（以下「寄附者等」という。）に対して、次の各号に

掲げる措置を講ずること。 

  寄附者に対して営業権（寄附物件に関する入場券販売等の運営や維持管理を行

う権利、飲食・物品販売や広告販売等の収入を得る権利、寄附物件を無償で使用

する権利）を付与し、当該営業権を十分に行使することができるようにすること。 

  寄附物件のうち、硬式野球場及び硬式野球練習場については、寄附者等が指定

する日を除き、寄附者等による専用使用を認めること。 

  寄附者等が使用する「室内練習場」、「選手寮・クラブハウス」、「附属駐車場」

等の敷地の用に供するため、小田南公園未供用地（第２工区：尼崎市杭瀬南新町

３丁目５６番２外９筆）の土地の一部を寄附者等に使用させること。 

  寄附物件の維持管理費の一部に充てるため、令和３年度時点の小田南公園の維 

持管理費相当額を寄附者に支払うこと。 

  小田南公園未供用地（第２工区）の土地使用料相当額並びに寄附者等が小田南

公園に関して負担する固定資産税、都市計画税及び事業所税相当額の範囲内にお

いて、補助金等により寄附者に対して支援すること。 
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【参考：位置図】 

 

 

【参考：小田南公園施設配置図】 

 

大 物 川 緑 地 

大 物 公 園 

小 田 南 公 園 
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